
審査請求の審理手続きフロー

市町村(保険者)の処分

（不服申立ての教示）

処分のあったことを知った日

の翌日から起算して３ヶ月以内

審査請求書の受付 介護保険審査会（処分庁経由も可）

(相当の期間)

補正命令 要件審理 却 下

(相当の期間) (補正命令に応じない場合)

案件審理

審査請求書

弁 明 書

反 論 書

専門調査員等

による調査

口頭による ※行わないことがあります

意見陳述

証拠調べ等

裁 決

認 容 棄 却


